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財第１号  

令和８（2026）年４月１日  

 

 各部長       

 各局長       

 教育長       

 警察本部長     

 

経営管理部長  

 

   令和８（2026）年度予算の執行について 

 

 令和８（2026）年度の予算執行に当たっては、別紙予算執行要領に基づくほか、特に

次の諸点について全職員が十分認識し、計画的・効率的な執行に努めるよう通知します。 

 

記 

 

１ 令和８（2026）年度当初予算と今後の財政運営 

  令和８（2026）年度当初予算は、中期的な視点に立った財政運営を基本としつつ、

選択と集中を図りながら必要な財源を確保し、「新とちぎ未来創造プラン」の初年度

の予算として、同プランに掲げる重要施策の積極的な展開を図るほか、当面するその

他の重要課題にも的確に対応することとして編成したところであり、その趣旨を踏ま

え、最大限の効果が得られるよう努めること。 

  また、令和12（2030）年度までの中期財政収支見込みでは、医療福祉関係経費や公

債費の増加に加え、大規模建設事業への対応などにより、最大で130億円もの財源不

足額が生じる見通しであり、さらに、物価や人件費、金利の上昇等に伴い財源不足額

が一層拡大する懸念もあることから、各部局においては、「栃木県行財政改革大綱

2026～2030」に基づき、歳入の更なる充実・確保や、ゼロベースの視点に立った歳出

の見直しに、これまでにも増して積極的に取り組むこと。 

 

２ 物価高への対応 

  物価高への対応については、これまで補正予算等により機動的に対策を講じてきた

ところであるが、今後も追加策を適時適切に検討していく必要があることから、引き

続き、物価高が県民生活・地域経済に与える影響や国の動向、他都道府県の対応状況

等の把握に努めること。 

 

３ 公共事業等の適切な執行 

  公共事業等については、繰越事業の早期完了を図りながら、年間を通じた計画的な

執行に努めること。 

  なお、発注に当たっては、効率的な業務執行はもとより、最新の実勢価格を反映す

様

」 
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るなど適切な設計・積算を行うとともに、手続の透明性や県内中小企業等の受注機会

を確保するほか、県産品の積極的な活用に配慮すること。 

 

４ 不断の事業検証と効果的・効率的な予算執行 

  すべての事務事業は、納税者である県民の負担のもとに行われるものであることを

肝に銘じ、県民ニーズ等を的確に把握した上で、人件費を含めた費用対効果や優先順

位を十分に見極めながら、その必要性や有効性等を常に検証すること。 

  また、入札・契約事務などの適切な処理と事業の進行管理の徹底はもとより、限ら

れた予算の効果的・効率的な執行に一層努め、執行残については確実に留保すること。 

 

５ 歳入の確保 

 (1) 県税に対する県民の理解促進と納税意識の高揚に努め、収入の確保と滞納額の圧

縮を図ること。 

   また、県民負担の公平性を確保する観点から、税外収入を含む滞納債権について

は、督促・催告手続の遅延や債務者等の状況把握不足のないよう適切に対処すると

ともに、サービサー等の民間活力を積極的に活用すること。 

 (2) 予算に計上している国庫支出金や使用料、手数料等の特定財源はもとより、新た

な財源の確保等にも積極的に努めること。 

   特に、県単独事業については、地域未来交付金をはじめとした国庫補助金等を新

たに導入できるものがないか、執行前に改めて確認すること。 

 (3) 自主財源の更なる充実に向け、未利用財産の売却、貸付け等に積極的に取り組む

とともに、県有施設の利活用や広告収入の拡充、ふるさと納税の促進などに創意工

夫を凝らし、全庁一丸となって財源の確保に努めること。 

 

６ その他 

 (1) 各部局幹事課企画調整担当においては、予算編成から執行、決算までを総合的に

所管調整する機能を十分に発揮すること。 

 (2) 国の施策等について、常に情報収集に努めるとともに、地方の自主性と裁量権の

拡大に向け、関係機関に対する働きかけを行うこと。 

 (3) 「栃木県庁スマートワーク・スタンダード」に基づき、ＩＣＴツールを積極的に

活用するほか、組織的な業務見直しや業務管理の徹底等を図ることにより、経費削

減や労働生産性の向上につなげること。 

 (4) 新規事業の構築、既存事業の拡充等に当たっては、各部局の主体的判断に基づく

取組による財源確保が前提となることから、一層の自主財源の創出に取り組むこと。 
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別紙 

〔 予 算 執 行 要 領 〕 

 

１ 基本的事項 

 (1) 予算執行の基本的態度 

 ア 当初予算は、通年予算として編成したものであり、その効果が最大限に発揮され

るよう、計画的・効率的な執行に努めるとともに、年度途中の新たな財政需要につ

いては、原則、既計上予算の範囲内で対処すること。 

 イ 当初予算編成においては、各部局の主体的判断による事務事業の見直しを実施し

たところであり、県民への説明責任を果たすとともに、人件費を含めたコスト意識

を徹底し、創意工夫を凝らしながら更なる節約を図るなど厳正かつ適切に執行する

こと。 

 ウ 予算執行段階においても、すべての事業について、ゼロベースで意義を問い直し、

費用対効果を評価するなど、次年度以降の予算編成を見据え、ＥＢＰＭ（合理的根

拠（エビデンス）に基づく政策立案）等の視点も取り入れながら、事業の必要性や

有効性を検証するとともに、スクラップにも取り組むこと。 

 エ 国庫補助金等が廃止・縮減されたものや内示割れしたものについては、県費によ

る振替は原則認めないので特に留意すること。この場合、廃止・縮減等された国庫

補助金等に見合う事業費を節約又は削減して執行すること。 

 オ 内部統制に組織的に取り組み、適正な予算執行の確保を図ること。 

 カ 監査委員の監査、県議会の決算審査、包括外部監査等において指摘がなされた事

項については、その内容を十分に検討の上、適切な措置を講じること。 

 (2) 財源の確保と適切な資金運用 

 ア 予算化された事業を確実に執行するため、計上した財源の確保に万全を期すこと。 

   また、国庫補助制度や地方交付税、地方債等の地方財政制度を的確に把握し、財

源の確保に努めること。 

 イ 年度途中において流用が必要となる場合は、執行残ではなく、まずは事業の執行

停止により流用財源の確保を検討することとし、やむを得ず執行残を活用する場合

には、相当分の新たな自主財源を確保すること。 

 ウ 歳計金の不足期間においては、多額の一時借入等により支払準備資金を確保して

いる状況にあることから、年間を通じて資金収支の安定化を図るため、計画的に事

業を執行するとともに、国庫支出金、負担金等の特定財源については、事業の執行

に見合った収入の確保に努めること。 

   さらに、制度金融等各種貸付金については、資金需要に見合った預託を行うほか、

補助金・負担金等については、交付の相手方の資金収支の状況を十分に把握すると

ともに、状況に見合った交付時期や支払方法等となるよう適切な見直しを図ること。 

   なお、事業執行の時期と収入の時期が著しく異なる場合、又は収入見込額等に変

更が生じた場合には、速やかに会計局会計管理課及び財政課に協議すること。 

 エ 県税及び各種貸付金などの滞納債権については、県民負担の公平性確保の観点か

らも、その実態を十分把握し、法的措置を含めて厳格な措置を講じるなど適切な債



4 

 

権管理に努め、歳入の確保を図ること。 

 オ 各種基金の運用に当たっては、歳計金の状況も踏まえて、会計局会計管理課と十

分に協議すること。 

 (3) 効果的・効率的な執行の確保 

 ア 県政の諸課題に積極的かつ柔軟に対処するため、県民に対し県政に関する情報を

適時適切に提供するとともに、県民からの意見等を適切に県政に反映させること。 

   また、各種施策の推進に当たっては、多様な主体との連携・協働・共創に意を用

いること。 

 イ 人口減少・少子化対策やＤＸ、カーボンニュートラルの実現に向けた取組などに

おいて、予算の効果的・効率的な執行を図るためには、関係部局間の緊密な連絡調

整が重要であるので、組織横断的に対応すること。 

   また、市町との役割分担を明確にした上で、連携協力体制を強化するとともに、

その他関係団体との連携等についても、十分配慮すること。 

 ウ 事業の優先順位を明確にし、選択と集中を進めるため、事業の評価（セルフマネ

ジメント）を徹底すること。 

 エ 税収等の動向を踏まえながら、より効果的・効率的な予算の執行を図るため、四

半期ごとに予算を配当するので、留意すること。 

 オ 県の行う契約事務は一般競争入札による方法を原則とするものであり、他の方法

による場合は法令で規定するものに限られているので、適正に対処すること。 

   特に、随意契約の方法による場合にあっては、当該契約の種類、内容、性質、目

的等諸般の事情を検討して、合理的な判断により限定的に対応するなど、契約事務

の適正な遂行に努めること。 

 

２ 歳入に関する事項 

 (1) 県税については、地方税制度に関する理解を深め、県民の納税意識の高揚を図る

とともに、課税客体及び課税標準の的確な把握並びに徴収率の向上により、収入の

確保と滞納額の圧縮に努めること。 

 (2) 国庫支出金については、国の制度変更等に留意するとともに、早期申請と概算払

制度の活用により、事業の執行に見合った収入の早期確保に努めること。 

   なお、超過負担の解消、交付事務の簡素化等については、機会あるごとに、国に

対し強く要請すること。 

 (3) 使用料及び手数料については、予算計上額の確保に努めるとともに、応益負担の

原則を踏まえ、適正かつ妥当な水準となるよう留意すること。 

   また、法令等で標準額等が示されているものについては、原則として当該法令等

の改正の都度、改正すること。 

   なお、物価高の影響等により維持管理費等の経費が高騰していることから、「栃

木県行財政改革大綱2026～2030」に基づき見直しを行うこととしているので、適切

に対処すること。 

 (4) 財産収入については、不動産貸付料の適正化を図るとともに、未利用財産の積極

的な処分・活用に努めること。 
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 (5) その他の収入については、当該事務事業の執行に見合った適切な確保に万全を期

すとともに、適正な受益者負担の観点から、その増収に努めること。 

 (6) 自主財源の確保対策として、ふるさと納税の促進やネーミングライツ導入施設の

拡大、県が発行する様々な印刷物等への有料広告の掲載などを実施しているところ

であるが、創意工夫を凝らしながら、新たな財源の検討を含め、自主財源の更なる

充実に取り組むこと。 

 

３ 歳出に関する事項 

 (1) 投資的経費 

 ア 投資的経費については、計上された予算額の範囲内で円滑に当該事業が執行でき

るよう、用地の確保、設計等事前準備に万全を期すこと。 

   特に、建築工事の予算計上面積は、予算額と同様あくまでも上限であり、その範

囲内で当該施設の機能が最も効果的に発揮できるよう設計、施工に当たること。 

   また、執行に当たっては、引き続きコストの縮減に努めるとともに、入札差金等

については、不用額として確実に留保すること。 

 イ 公共施設等の老朽化が進行する中、中長期的な財政負担の軽減及び平準化に資す

るよう、「栃木県公共施設等総合管理基本方針（第２期）」等に基づき、予防保全

の考え方を取り入れた計画的な長寿命化対策等について、適切に対応すること。 

 (2) 県単補助金及び貸付金 

 ア 県単補助金については、補助効果の観点から事業の内容を検討しつつ所期の目的

が達成されるよう努めるとともに、一層の改善合理化を進めること。予算編成等を

通じて補助対象経費の明確化や終期の設定等の見直しを行ったものについては、関

係団体等との調整を十分に行い、適切な事務処理と執行に努めること。 

 イ 補助金等の前金払又は概算払は、あくまでも支出の特例であり、補助対象等の事

業実施計画、資金計画等について十分精査すること。 

 ウ 県が出資又は補助している法人等については、それぞれ出資又は補助の目的に沿

って、適正かつ効果的に運営されるよう、また、更なる経費の節減合理化や自主財

源の確保が図られるよう助言等を行うこと。 

   なお、助言等に当たっては、「特定出資法人等の自律的運営に向けた基本方針」

及び県議会や監査における提言等を踏まえ、適切に対応すること。 

 エ 市町村総合交付金制度については、地方分権の推進と事務の効率化の観点から、

市町と十分な連携、調整等を行い、市町の自主性を尊重しながら、適切な運用を図

ること。 

 オ 県単貸付金については、制度の意義や成果の検証を行い、施策の効果が十分確保

できるよう適切な執行に努めること。 

 (3) その他の経費 

 ア 医療福祉関係経費の増加を抑制していくことは、財政運営上の重要な課題である

ことから、健康寿命の延伸や医療費・介護給付費等の適正化に積極的に取り組むこ

と。 

 イ 新設施設等に係る維持管理経費については、当面の措置として他の類似施設等の
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維持管理経費を参考に予算化しているので、節約を基調とした予算執行に十分留意

すること。 

   また、エネルギー価格等の物価や賃金の上昇により、庁舎をはじめとした県有施

設の維持管理費が増嵩する傾向にあることから、経費節減に努めること。 

 ウ 旅費、需用費等の経常的一般行政経費については、コミュニケーションツールの

積極的な活用を図るなど、適切かつ効率的な執行と節約に努めること。 

   特に、本庁における常用物品の調達・管理一元化の円滑な運用に努めるほか、そ

の他の物品の購入、印刷物の発注等に係る契約の際には、常に在庫の状況を把握す

るとともに、法令等に照らし適正な執行を図ること。 

   また、コピー用紙経費（複写サービス経費を含む）については、全庁的にデジタ

ル化を推進していることから、ペーパーレス化を徹底し、削減に努めること。 

 エ 予備費の充当については、通年議会の趣旨を踏まえ、補正予算の編成が原則であ

り、限定的に対処するものであるので、十分に留意すること。 

 オ 交通事故の損害賠償等については、後年度の保険金負担の増加にも大きく影響す

ることから、公務の執行に当たっては、改めて安全確認等を徹底すること。 

 


